
給与所得者の扶養控除等（異動）申告書分

給 与 の 支 払 者
の 名 称 ( 氏 名 )

給 与 の 支 払 者
の 所 在 地 ( 住 所 )

市区町村長

( ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ )

あなたの住所
又 は 居 所

組織

社員コード

印
生 年 月 日 配

偶
者
の

（郵便番号 ）

有
・
無

   

    

 

19000001
平成28年 ＮＢ1000000000 1 頁

税務署長

有
　
無

従たる給与につ

提出している場合

 

  

 

 

 

いての扶養控除
等申告書の提出

には、○印を付け

てください。

所轄税務署長等

あなたの氏名

明・大
昭・平

世 帯 主 の 氏 名

あなたとの続柄
給 与 の 支 払 者
の法人(個人)番号 あなたの個人番号

○

〔

 

扶 
1-

〕
 

清藤　道重

○
本人

日本橋税務署 （株）ジェネラリスト

東京都港区芝浦１－１－１

ｷﾖﾌｼﾞ ﾐﾁｼｹﾞ

清藤　道重

30年04月01日

105

東京都港区芝浦１－１－２

港区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 2

○

あなたに控除対象配偶者や扶養親族がなく、かつ、あなた自身が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生のいずれにも該当しない場合には、以下の各欄に記入する必要はありません。

氏      名      及      び
区　分　等 あなたとの

続      柄 生  年  月  日

特定扶養親族

住    所    又    は    居    所
異動月日及び事由

     中 に 異 動 が あ っ
た 場 合 に 記 載 し て く だ
さ い （ 以 下 同 じ 。 ） 。

Ａ 控 除 対 象
配 偶 者

Ｂ

控 除 対 象

Ｃ

障害者、寡婦、寡

円

該当者
区分

一 般 の 障 害 者

特 別 障 害 者

同居特別障害者

１ 障害者
本　人 配 偶 者 扶養親族

( 　人)

( 　人)

( 　人)

右の該当する番

   左       記       の       内       容 異動月日及び事由

1

2

3

4

5

主
た
る
給
与
か
ら
控
除
を
受
け
る

   

 

Ｄ
他 の 所 得 者 が
控 除 を 受 け る
扶 養 親 族 等

住 民 税 に

16歳未満の

氏      名

氏          名

あなたとの
続　　　柄 生  年  月  日

あなたとの
続      柄 生 年 月 日

住    所    又    は    居    所
氏        名 あなたとの続柄 住     所     又     は     居     所

控 除 を 受 け る 他 の 所 得 者

中 の
住    所    又    は    居    所 異動月日及び事由

異動月日及び事由

 

  

   

 

 

 

 

 

平成28年

老人控除対象配偶者

又は老人扶養親族

(           以前生)

・その他

2 寡      婦

3 特別の寡婦

4 寡      夫

5 勤 労 学 生

同　居
老親等

・その他同　居
老親等

・その他
同　居
老親等

・その他同　居
老親等

・その他同　居
老親等

平 成 2 8 年

昭22.1.1

平 6.1.2

平10.1.1〔 〕生～

生

扶 養 親 族

(16歳以上)

( 以前生)平13.1.1

夫又は勤労学生

号及び欄に○を

関する事項

扶 養 親 族

以後生)平13.1.2(

〔 〕1

2

3

4

平成28年

所得の見積額

控除対象

明・大
昭・平 ・ ・

〔 〕

付け、(　)内に
は該当する扶養

親族の人数を記
入してください。

個      人      番      号

明・大
昭・平 ・ ・

明・大
昭・平 ・ ・

明・大
昭・平 ・ ・

明・大
昭・平 ・ ・

明・大
昭・平 ・ ・

明・大
昭・平 ・ ・

明・大
昭・平 ・ ・

 

○住民税に関する事項

平
・ ・

平
・ ・

平
・ ・

平
・ ・

個        人        番        号

円

◎
こ
の
申
告
書
は
、
あ
な
た
の
給
与
に
つ
い
て
配
偶
者
控
除
や
扶
養
控
除
、
障
害
者
控
除
な
ど
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
提
出
す
る
も
の
で
す
。

◎
こ
の
申
告
書
は
、
控
除
対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
に
該
当
す
る
人
が
い
な
い
人
も
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
こ
の
申
告
書
は
、
　
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
の
　
か
所
に
し
か
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

◎
「  

歳
未
満
の
扶
養
親
族
」
欄
は
、
地
方
税
法
第
　
条
の
３
の
２
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
第
　
条
の
３
の
２
第
１
項
及
び
第
２
項
に
基
づ
き
、

給
与
の
支
払
者
を
経
由
し
て
市
区
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
の
記
載
欄
を
兼
ね
て
い
ま
す
。

16

2

1

45

317

〔 〕

非 居 住 者 生 計 を 一 に
す る 事 実

控 除 対 象 外
国外扶養親族

である親族

　 　 　 　 中 の
所 得 の 見 積 額

□給与支払者に提供済の個人番号と相違ありません（相違ない場合はチェックしてください）

0

0

0

清藤　幸子
46

東京都港区芝浦１－１－２
10 25○


